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美瑛町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

 令和２年１０月の人事院勧告における給与勧告に準拠し、特別職の給与改定

を実施するため、以下のとおり条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

 民間の支給割合との較差を基に改定 

○期末手当（特別職の職員の給与等に関する条例第２条関係） 

  公務の支給月数と民間の支給割合の比較を基に０．０５月分引下げ 

４．５０月分 ⇒ ４．４５月分  

 

３ 施行期日 

第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行す

る。 

 

区 分 施行年度 ６月期 １２月期 

第１条 
令和２年度 

（公布の日から施行） 

100 分の 225 

（支給済み） 

100 分の 220 

（現行 100 分の 225） 

第２条 
令和３年度以降 

（R3.4.1 施行） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 
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新 旧 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する町長

等に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した町長等

にあっては退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の２２５、１２月に

支給する場合においては１００分の２２０を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第４条 【略】 

   附 則 【略】 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する町長

等に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した町長等

にあっては退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の２２５、１２月に

支給する場合においては１００分の２２５を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第４条 【略】 

   附 則 【略】 
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新 旧 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する町長

等に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した町長等

にあっては退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の２２２．５、１２

月に支給する場合においては１００分の２２２．５を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第４条 【略】 

   附 則 【略】 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する町長

等に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した町長等

にあっては退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の２２５  、１２

月に支給する場合においては１００分の２２０  を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第４条 【略】 

   附 則 【略】 
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美瑛町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

 令和２年１０月の人事院勧告における給与勧告に準拠し、教育委員会教育長

の給与改定を実施するため、以下のとおり条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

 民間の支給割合との較差を基に改定 

○期末手当（教育委員会教育長の給与等に関する条例第２条関係） 

  公務の支給月数と民間の支給割合の比較を基に０．０５月分引下げ 

４．５０月分 ⇒ ４．４５月分  

 

３ 施行期日 

第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行す

る。 

 

区 分 施行年度 ６月期 １２月期 

第１条 
令和２年度 

（公布の日から施行） 

100 分の 225 

（支給済み） 

100 分の 220 

（現行 100 分の 225） 

第２条 
令和３年度以降 

（R3.4.1 施行） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 
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新 旧 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する教育

長に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した教育長

にあっては、退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎

額に、６月に支給する場合においては１００分の２２５、１２月

に支給する場合においては１００分の２２０を乗じて得た額に、

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

   附 則 【略】 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する教育

長に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した教育長

にあっては、退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎

額に、６月に支給する場合においては１００分の２２５、１２月

に支給する場合においては１００分の２２５を乗じて得た額に、

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

   附 則 【略】 
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新 旧 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する教育

長に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した教育長

にあっては、退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎

額に、６月に支給する場合においては１００分の２２２．５、 

１２月に支給する場合においては１００分の２２２．５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

   附 則 【略】 

 

第１条 【略】 

（給与） 

第２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 期末手当の額は、６月１日及び１２月１日（以下この条例にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する教育

長に対して、それぞれの基準日現在（退職し又は死亡した教育長

にあっては、退職し又は死亡した日現在）における期末手当基礎

額に、６月に支給する場合においては１００分の２２５  、 

１２月に支給する場合においては１００分の２２０  を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

５ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

   附 則 【略】 
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美瑛町職員の給与に関する条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

令和２年１０月の人事院勧告における給与勧告に準拠し、職員の給与改定を

実施するため、以下のとおり条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

人事院勧告における給与勧告に準拠した改正 

○期末・勤勉手当（給与条例第１９条関係） 

民間の支給割合との較差を基に０．０５月分引き下げる。 

４．５０月分 ⇒ ４．４５月分（期末手当の支給月数に反映） 

６月期及び１２月期の期末手当が均等になるよう配分する。 

 

３ 施行期日 

第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行す

る。 

区  分 ６月期 １２月期 

第１条 
令 和 

２年度 

期末手当 
100 分の 130 

（支給済み） 

100 分の 125 

（現行 100 分の 130） 

勤勉手当 
100 分の 95 

（支給済み） 

100 分の 95 

（改定なし） 

第２条 

令 和 

３年度 

以 降 

期末手当 
100 分の 127.5 

（現行 100 分の 130） 

100 分の 127.5 

（現行 100 分の 130） 

勤勉手当 
100 分の 95 

（改定なし） 

100 分の 95 

（改定なし） 



○美瑛町職員の給与に関する条例 新旧対照表（第１条関係） 
                                                            令 和 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 
                                                            第８回美瑛町議会臨時会資料 

- 8 - 

新 旧 

第１条〜第１８条の５ 【略】 

（期末手当） 

第１９条 【略】 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の１３０、１２月に支給する場合においては 

１００分の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

３ 再任用職員に対する前項の適用については、同項中「１００分

の１２５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４〜６【略】 

第１９条の２～第２５条 【略】 

   附 則 【略】 

第１条〜第１８条の５ 【略】 

（期末手当） 

第１９条 【略】 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の１３０、１２月に支給する場合においては 

１００分の１３０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

３ 再任用職員に対する前項の適用については、同項中「１００分

の１３０」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４〜６【略】 

第１９条の２～第２５条 【略】 

   附 則 【略】 
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新 旧 

第１条〜第１８条の５ 【略】 

（期末手当） 

第１９条 【略】 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお  

いては１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては

１００分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応 

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

３ 再任用職員に対する前項の適用については、同項中「１００分

の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４〜６【略】 

第１９条の２～第２５条 【略】 

   附 則 【略】 

第１条〜第１８条の５ 【略】 

（期末手当） 

第１９条 【略】 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の１３０  、１２月に支給する場合においては

１００分の１２５  を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応 

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） 【略】 

３ 再任用職員に対する前項の適用については、同項中「１００分

の１２５  」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４〜６【略】 

第１９条の２～第２５条 【略】 

   附 則 【略】 
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美瑛町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 

要旨 

 

１ 改正の要旨 

令和２年１０月の人事院勧告における給与勧告に準拠し、議員の期末手当の

改定を実施するため、以下のとおり条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

 民間の支給割合との較差を基に改定 

○期末手当（美瑛町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第５条関

係） 

公務の支給月数と民間の支給割合の比較を基に０．０５月分引下げ 

４．５０月分 ⇒ ４．４５月分 

 

３ 施行期日 

第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行す

る。 

 

区 分 施行年度 ６月期 １２月期 

第１条 
令和２年度 

（公布の日から施行） 

100 分の 225 

（支給済み） 

100 分の 220 

（現行 100 分の 225） 

第２条 
令和３年度以降 

（R3.4.1 施行） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 

100 分の 222.5 

（現行 100 分の 225） 
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新 旧 

第１条～第４条 【略】 

 （期末手当） 

第５条 【略】 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議会

議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計に６月

に支給する場合においては１００分の２２５、１２月に支給する

場合においては１００分の２２０を乗じて得た額とする。 

   附 則 【略】 

 

第１条～第４条 【略】 

 （期末手当） 

第５条 【略】 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議会

議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計に６月

に支給する場合においては１００分の２２５、１２月に支給する

場合においては１００分の２２５を乗じて得た額とする。 

   附 則 【略】 
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新 旧 

第１条～第４条 【略】 

 （期末手当） 

第５条 【略】 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議会

議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計に６月

に支給する場合においては１００分の２２２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の２２２．５を乗じて得た額とす

る。 

   附 則 【略】 

 

第１条～第４条 【略】 

 （期末手当） 

第５条 【略】 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議会

議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に１００分の２０を

超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計に６月

に支給する場合においては１００分の２２５  、１２月に支給

する場合においては１００分の２２０  を乗じて得た額とす

る。 

   附 則 【略】 

 

 


